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１．審査基準と報告の対象 

 

1.1 審査基準の適用範囲  

本審査基準は、Dianthus L.（ナデシコ属）のすべての品種にあてはまる。 

 

本審査基準は、欧州植物品種権に関する理事会規則No. 2100/94の要件に基づき順守すべき技術的手

続きを記述したものである。本技術的手続きは運営委員会で承認され、植物新品種保護国際同盟(UPOV)

に採択された文書に基づくものである。例示すれば、区別性、均一性、安定性の試験実施の為のDUS

テストの導入全般(UPOV文書TG/1/3 http://www.upov.int/en/publications/intro_dus.htm)、関係TGP文

書(http://www.upov.int/en/publications/tgp/)、及び2015年3月25日付け関連UPOV試験ガイダンス

TG/25/9 (http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg025.pdf)。 

 

1.2 発効 

現在のプロトコルは2015年１月10日付けで発効している。既述発効日以前にDUSテスト（区別性、均

一性、安定性テスト）が実施された出願品種は本審査基準(TP)の承認により何ら影響を受けるもので

はない。DUSテストが開始された際、出願品種の技術的審査は現在有効な審査基準に従って実施されて

いる。DUSテスト開始日は最初の審査期間における種苗提出期限とみなされる。 

技術的審査が終了したか、進行中の時点で欧州植物品種庁がDUS報告書を引き継ぐ要求を行う場合、

本技術的審査開始時点で有効なCPVO審査基準に従って技術的審査が終了した場合にのみ当該報告書は

受理できるものとする。 

 

1.3 審査当局、CPVO及び申請者連絡窓口間の報告 

1.3.1 審査当局及びCPVO間の報告 

審査当局は、CPVOからの技術的審査依頼日から2週間以内にCPVO宛てに予備報告書を提出しなければ

ならない。 

審査当局はまた、CPVO宛てに各成育期間についての報告書（以下、「中間報告書という）を提出しな

ければならない。さらに、審査当局が当該品種を評価した上で本技術的審査結果が適切であると思わ

れる時、もしくはCPVOがそう要請した時には、審査に関する報告書（以下、「最終報告書」という）を

CPVO宛てに提出しなければならない。 

最終報告書では、本品種の区別性、均一性、安定性に関する審査当局の意見を述べなければならな

い。これら基準が満足いくものであると考えられる点で、又は、CPVOがそう要請した点で、当該品種

の説明が本報告書に付け加えられなければならない。本報告書が否定的な場合、審査当局はその調査

結果の理由を詳述しなければならない。 

中間報告書や最終報告書は、契約書に規定された期限までにCPVO宛てに速やかに提出しなければな

らない。 

1.3.2 DUSテストに関する問題の通知 

試験過程で問題が生じた場合、当該情報が申請者に伝達できるようにCPVO宛てに速やかに通知しな

ければならない。契約書に従って、特に試験場所への訪問が望ましいならばCPVOと同時に申請者にも
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受理できるものとする。 
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審査当局は、CPVOからの技術的審査依頼日から2週間以内にCPVO宛てに予備報告書を提出しなければ

ならない。 

審査当局はまた、CPVO宛てに各成育期間についての報告書（以下、「中間報告書という）を提出しな

ければならない。さらに、審査当局が当該品種を評価した上で本技術的審査結果が適切であると思わ

れる時、もしくはCPVOがそう要請した時には、審査に関する報告書（以下、「最終報告書」という）を

CPVO宛てに提出しなければならない。 

最終報告書では、本品種の区別性、均一性、安定性に関する審査当局の意見を述べなければならな

い。これら基準が満足いくものであると考えられる点で、又は、CPVOがそう要請した点で、当該品種

の説明が本報告書に付け加えられなければならない。本報告書が否定的な場合、審査当局はその調査

結果の理由を詳述しなければならない。 

中間報告書や最終報告書は、契約書に規定された期限までにCPVO宛てに速やかに提出しなければな

らない。 

1.3.2 DUSテストに関する問題の通知 

試験過程で問題が生じた場合、当該情報が申請者に伝達できるようにCPVO宛てに速やかに通知しな

ければならない。契約書に従って、特に試験場所への訪問が望ましいならばCPVOと同時に申請者にも
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直接通知した方がよい。 

1.3.3 問題が生じた場合のサンプル保存  

技術的審査が否定的な報告書に終わった場合、CPVOは関連試験材料の代表的なサンプルを保存する

ように審査事務所に早急に通知しなければならない。 

 

２．提出種苗 

 

2.1 種苗の要件 

当該品種の技術的審査のために合意された提出締切日と種苗の提出要件に関する情報は、欧州植物

品種庁官報S2特別公告に掲載されている。以下はウェブサイト。 

http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/documents-andpublications/s2-gazette 

種苗提出に関する要件全般も同ウェブサイトに掲載されている。 

 

2.2 種苗の要件に関する申請者への通知 

CPVOは以下を申請者に通知する 

• 彼は、いかなる税関や植物検疫要件も確実に遵守する責任を有する。 

• 提出された種苗は、外見上健全で活力があり、重要な害虫や病気に侵されていないものとする。 

• 種苗は、所管官庁がそのような処置を容認するか、要請しない限り品種の特性表現に影響を及ぼ

すようないかなる処置も施してはならない。何らかの処置が施されている場合、その処置の完全

な詳細を通知しなければならない。 

 

2.3 種苗提出に関する問題の通知 

審査当局は、出願品種の種苗が期限内に到着しなかった場合、まはた、提出された種苗がCPVO発行

の種苗要求に規定された条件を満たしていない場合には速やかにCPVOに報告しなければならない。 

審査当局は、対照品種の種苗の入手が困難な場合にはCPVOに通知しなければならない。 

 

３．審査方法 

 

3.1 生育サイクル数 

１生育期間 

試験の最小継続期間は通常、１生育期間となる。 

 

3.2 試験場所  

試験は通常、一ヶ所で実施される。二ヶ所以上で実施される場合、TGP/9「区別性の試験」に説明が

記載されている。ウェブサイトは以下の通り。 

http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/tgp/documents/tgp_9_1.pdf. 
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3.3 試験実施条件 

試験は、当該品種の特性が十分に発現でき、かつ、審査が実施できる生育が確保される条件下で実

施されなければならない。 

特に、用途の違う品種については、切り花用、庭園用、鉢植え用は栽培試験を別々に実施すること

が必要である（第8.3章参照）。この審査基準はそのような状況をカバーする情報を提供するものであ

る。 

日射量が異なるため、カラーチャートを使って行う色判定は人工光線を備えた適切なキャビネット

の中で、又は、日中の直射日光の当たらない部屋で実施しなければならない。人工光線を用いた光源

スペクトル分布は、CIE （国際照明委員会）推奨日光標準D6500(CIE Standard of Preferred Daylight 

D 6500)に合致し、また、英国標準950, Part I（British Standard 950, Part I）で規定された誤差

の範囲内に入っていなければならない。これらの判定は、植物を白色の背景に置いて行われなければ

ならない。使用されるカラーチャートとその版番号は、品種の説明の中に記載されていなければなら

ない。 

 

3.4 試験設計 

単一区 

3.4.1 各々の試験は、合計で少なくとも20個体の植物になるように設計されなければならない。 

3.4.2 試験設計は、生育サイクル終了まで行われる調査に影響を与えることなく、植物、又は、植物

体の一部分が測定、又は、計測する目的で取り除かれる可能性がある点に留意しなければならない。 

 

3.5 追加試験 

理事会規則No. 2100/94第83条(3)項に従って、申請者は出願品種が区別性を確定する上で有効な特

性があることを技術質問票で、又は、試験期間中に主張することができる。そのような主張が行われ、

また、信頼できる技術的データで証明された場合、技術的に許容可能な試験手続きを検討した上で追

加試験が実施されることとなる。 

追加試験は、CPVO総裁の承認の下で実施され、本審査基準に記載された特性を使用することで区別

性が示される見込みがないかどうか確認される。 

 

3.6 品種コレクションの構築と維持 

品種コレクション構築方法と維持は以下に要約される： 

ステップ1：既存品種のリストを作成する 

ステップ2：出願品種の区別性の審査に関連する既存品種のコレクションを構築する 

ステップ3：特定の出願品種の区別性審査のために栽培試験、又は、その他の試験に含めることが必要

な品種を本品種コレクションの中から選択する 

 

3.6.1 品種コレクションの形態 

品種コレクションは品種の記述書及び生きた植物体から構成される。EO（審査当局）とCPVOの間に

特別な協力関係が存在しない限り、品種の記述書はEOによって作成される。EOによって作成される記
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http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/tgp/documents/tgp_9_1.pdf. 
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3.3 試験実施条件 

試験は、当該品種の特性が十分に発現でき、かつ、審査が実施できる生育が確保される条件下で実

施されなければならない。 

特に、用途の違う品種については、切り花用、庭園用、鉢植え用は栽培試験を別々に実施すること

が必要である（第8.3章参照）。この審査基準はそのような状況をカバーする情報を提供するものであ

る。 

日射量が異なるため、カラーチャートを使って行う色判定は人工光線を備えた適切なキャビネット

の中で、又は、日中の直射日光の当たらない部屋で実施しなければならない。人工光線を用いた光源

スペクトル分布は、CIE （国際照明委員会）推奨日光標準D6500(CIE Standard of Preferred Daylight 

D 6500)に合致し、また、英国標準950, Part I（British Standard 950, Part I）で規定された誤差

の範囲内に入っていなければならない。これらの判定は、植物を白色の背景に置いて行われなければ

ならない。使用されるカラーチャートとその版番号は、品種の説明の中に記載されていなければなら

ない。 

 

3.4 試験設計 

単一区 

3.4.1 各々の試験は、合計で少なくとも20個体の植物になるように設計されなければならない。 

3.4.2 試験設計は、生育サイクル終了まで行われる調査に影響を与えることなく、植物、又は、植物

体の一部分が測定、又は、計測する目的で取り除かれる可能性がある点に留意しなければならない。 

 

3.5 追加試験 

理事会規則No. 2100/94第83条(3)項に従って、申請者は出願品種が区別性を確定する上で有効な特

性があることを技術質問票で、又は、試験期間中に主張することができる。そのような主張が行われ、

また、信頼できる技術的データで証明された場合、技術的に許容可能な試験手続きを検討した上で追

加試験が実施されることとなる。 

追加試験は、CPVO総裁の承認の下で実施され、本審査基準に記載された特性を使用することで区別

性が示される見込みがないかどうか確認される。 

 

3.6 品種コレクションの構築と維持 

品種コレクション構築方法と維持は以下に要約される： 

ステップ1：既存品種のリストを作成する 

ステップ2：出願品種の区別性の審査に関連する既存品種のコレクションを構築する 

ステップ3：特定の出願品種の区別性審査のために栽培試験、又は、その他の試験に含めることが必要

な品種を本品種コレクションの中から選択する 

 

3.6.1 品種コレクションの形態 

品種コレクションは品種の記述書及び生きた植物体から構成される。EO（審査当局）とCPVOの間に

特別な協力関係が存在しない限り、品種の記述書はEOによって作成される。EOによって作成される記
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述書や画像情報はデータベースの形で保持される。 

3.6.2 生きている種苗 

EOは、それらが栽培試験、又は、その他の試験に含めることが必要な品種である限り、参照品種の

生きている種苗を入手しなければならない。 

3.6.3 本品種コレクションに含めるための既存の品種のリストの作成 

特に、リストは保護品種やナショナルリスト等の登録品種を配慮しなければならない： 

上記に加えて、リストは以下の適切な範囲まで拡大しなければならない 

- 種苗又は生産物として品種が販売されているカタログ等。特に、公的な登録制度が存在しない時

期のもの; 

- 品種コレクション（ジーンバンクや伝統的品種コレクションに含まれる品種の中で公開されてい

る品種）; 

- 関連する植物専門家から提供された情報; 

- 区別性審査のために審査基準に記載された関連する標準品種。 

 

４．区別性、均一性、及び安定性評価 

 

栽培試験の中で区別性、均一性、及び安定性を評価する手順について記載している。 

 

4.1 区別性  

4.1.1 一般提言 

本審査基準の使用に際し、DUSテストに関するUPOV一般基準（本文書の第１章の関連）及びTGP 9「区

別性の試験」(http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/tgp/documents/ 

tgp_9_1.pdf)を調べることが重要である。ただし、本審査基準では以下の点について詳細調査及び強

調している。 

4.1.2 一貫した区別性 

品種間で見られる区別性は一回以上の生育サイクルが必要でない程に明白である場合がある。さら

に、状況によっては、品種間の区別性が十分一貫していることを保証するために環境の影響を理由と

して１回以上の生育サイクルを１回の栽培試験で調査された特性の違いが十分に一貫しているか確認

する１つの手段は少なくとも2回の独立した生育サイクルで審査を行うことである。 

4.1.3 明確な区別性 

２つの品種間の区別性が明白かどうかを判定するには多くの要因がかかわっており、特に、審査さ

れる特性の発現型を考慮しなければならない。つまり、それが質的であるか、量的であるか偽似の質

的形質であるかどうか。従って、区別性について判定する前に、本審査基準のユーザーがDUSテストに

関するUPOV一般基準(UPOV-General Introduction to DUS)に記載された提言を理解することが重要で

ある。 

4.1.4 審査される植物体/植物体の部分の数 

別段の定めがない限り、区別性の目的のために、個々の植物体の調査は10個体又は10個体の各々か

ら採取された植物体部分につけて行われなければならず、また、異型植物は除外して、試験中のすべ
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ての植物体についても調査しなければならない。 

4.1.5 調査方法 

区別性の調査のために推奨される特性の調査方法は、特性表の第３欄にある以下の記号に示されて

いる（文書TGP/9「区別性の試験」、第４章「特性の調査」参照）： 

MG: 複数の植物体、又は複数の植物体の部分を全体として測定 

MS: 個々の植物体、又は植物体の部分を一定の数測定 

VG: 複数の植物体、又は複数の植物部分を全体として観察する目視調査 

VS: 個別の植物体、又は複数の植物体の部分を個別に目視調査 

調査の仕方: 観察 (V) 又は、測定 (M)  

「目視」観察(V)は、専門家の判断に基づいて行なわれる観察である。この文書のために付け加え

ると、「目視」観察は専門家の感覚上の観察となり、従って、嗅覚、味覚と触感も含まれる。目視観

察は、専門家が利用している参照ポイント（例：図、標準品種、並べての比較）や非直線チャート

（例：カラーチャート）も含まれる。計測(M)は定規、はかり、測色計、日付け、カウンターなどに

よる客観的な観察である。 

記録の仕方：植物群(G)又は、単一の、個々の植物体(S) 

区別性の目的のために、調査は植物群(G)又はその一部分を全体として１回記録するか又は多くの

個別の植物体(S)又はその部分を個々に記録する。ほとんどの場合、「G」は品種毎に１回記録され、

区別性調査のための個体分析における統計的手法を適用することは不可能で、また、必要ではない。 

特性表に特性の調査方法が一つ以上示されている場合（例：VG/MG）、適切な方法を一つ選択する

ための説明が文書TGP/9の4.2章に記載されている。 

 

4.2 均一性 

本審査基準の使用に際し均一性について判定する前に、DUSテストに関するUPOV一般基準（本文書の第１章と

関連）及びTGP 10「均一性の審査」(http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/tgp/documents/ 

tgp_10_1.pdf)を調べることが重要である。ただし、本審査基準では以下の点について詳細調査及び強調してい

る。 

均一性評価のためには、母集団偏差１％及び少なくとも95％び受容確率が適用されなければならな

い。20の植物体のサンプル数では、１つの異型が許容範囲となる。 

 

4.3 安定性  

4.3.1 本審査基準の使用に際し、DUSテストに関するUPOV一般基準（本文書の第１章と関連）及びTGP 11

「安定性の審査」(http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/tgp/documents/tgp_11_1.pdf)

を調べることが重要である。 

実際には、区別性や均一性と同等の明確な結果を生じる安定性試験を実施することは難しい。しか

しながら、経験から、多くの品種で、均一性が示されている場合、安定性も同じく示されると考えら

れることが証明されている。 

4.3.2 必要に応じて、又は、疑義がある場合、提出された当初の種苗が示したのと同じ特性を示すこ

とを確認するために、さらに安定性を新たな植物株で試験してもよい。 
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述書や画像情報はデータベースの形で保持される。 

3.6.2 生きている種苗 

EOは、それらが栽培試験、又は、その他の試験に含めることが必要な品種である限り、参照品種の

生きている種苗を入手しなければならない。 

3.6.3 本品種コレクションに含めるための既存の品種のリストの作成 

特に、リストは保護品種やナショナルリスト等の登録品種を配慮しなければならない： 

上記に加えて、リストは以下の適切な範囲まで拡大しなければならない 

- 種苗又は生産物として品種が販売されているカタログ等。特に、公的な登録制度が存在しない時

期のもの; 

- 品種コレクション（ジーンバンクや伝統的品種コレクションに含まれる品種の中で公開されてい

る品種）; 

- 関連する植物専門家から提供された情報; 

- 区別性審査のために審査基準に記載された関連する標準品種。 

 

４．区別性、均一性、及び安定性評価 

 

栽培試験の中で区別性、均一性、及び安定性を評価する手順について記載している。 

 

4.1 区別性  

4.1.1 一般提言 

本審査基準の使用に際し、DUSテストに関するUPOV一般基準（本文書の第１章の関連）及びTGP 9「区

別性の試験」(http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/tgp/documents/ 

tgp_9_1.pdf)を調べることが重要である。ただし、本審査基準では以下の点について詳細調査及び強

調している。 

4.1.2 一貫した区別性 

品種間で見られる区別性は一回以上の生育サイクルが必要でない程に明白である場合がある。さら

に、状況によっては、品種間の区別性が十分一貫していることを保証するために環境の影響を理由と

して１回以上の生育サイクルを１回の栽培試験で調査された特性の違いが十分に一貫しているか確認

する１つの手段は少なくとも2回の独立した生育サイクルで審査を行うことである。 

4.1.3 明確な区別性 

２つの品種間の区別性が明白かどうかを判定するには多くの要因がかかわっており、特に、審査さ

れる特性の発現型を考慮しなければならない。つまり、それが質的であるか、量的であるか偽似の質

的形質であるかどうか。従って、区別性について判定する前に、本審査基準のユーザーがDUSテストに

関するUPOV一般基準(UPOV-General Introduction to DUS)に記載された提言を理解することが重要で

ある。 

4.1.4 審査される植物体/植物体の部分の数 

別段の定めがない限り、区別性の目的のために、個々の植物体の調査は10個体又は10個体の各々か

ら採取された植物体部分につけて行われなければならず、また、異型植物は除外して、試験中のすべ
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ての植物体についても調査しなければならない。 

4.1.5 調査方法 

区別性の調査のために推奨される特性の調査方法は、特性表の第３欄にある以下の記号に示されて

いる（文書TGP/9「区別性の試験」、第４章「特性の調査」参照）： 

MG: 複数の植物体、又は複数の植物体の部分を全体として測定 

MS: 個々の植物体、又は植物体の部分を一定の数測定 

VG: 複数の植物体、又は複数の植物部分を全体として観察する目視調査 

VS: 個別の植物体、又は複数の植物体の部分を個別に目視調査 

調査の仕方: 観察 (V) 又は、測定 (M)  

「目視」観察(V)は、専門家の判断に基づいて行なわれる観察である。この文書のために付け加え

ると、「目視」観察は専門家の感覚上の観察となり、従って、嗅覚、味覚と触感も含まれる。目視観

察は、専門家が利用している参照ポイント（例：図、標準品種、並べての比較）や非直線チャート

（例：カラーチャート）も含まれる。計測(M)は定規、はかり、測色計、日付け、カウンターなどに

よる客観的な観察である。 

記録の仕方：植物群(G)又は、単一の、個々の植物体(S) 

区別性の目的のために、調査は植物群(G)又はその一部分を全体として１回記録するか又は多くの

個別の植物体(S)又はその部分を個々に記録する。ほとんどの場合、「G」は品種毎に１回記録され、

区別性調査のための個体分析における統計的手法を適用することは不可能で、また、必要ではない。 

特性表に特性の調査方法が一つ以上示されている場合（例：VG/MG）、適切な方法を一つ選択する

ための説明が文書TGP/9の4.2章に記載されている。 

 

4.2 均一性 

本審査基準の使用に際し均一性について判定する前に、DUSテストに関するUPOV一般基準（本文書の第１章と

関連）及びTGP 10「均一性の審査」(http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/tgp/documents/ 

tgp_10_1.pdf)を調べることが重要である。ただし、本審査基準では以下の点について詳細調査及び強調してい

る。 

均一性評価のためには、母集団偏差１％及び少なくとも95％び受容確率が適用されなければならな

い。20の植物体のサンプル数では、１つの異型が許容範囲となる。 

 

4.3 安定性  

4.3.1 本審査基準の使用に際し、DUSテストに関するUPOV一般基準（本文書の第１章と関連）及びTGP 11

「安定性の審査」(http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/tgp/documents/tgp_11_1.pdf)

を調べることが重要である。 

実際には、区別性や均一性と同等の明確な結果を生じる安定性試験を実施することは難しい。しか

しながら、経験から、多くの品種で、均一性が示されている場合、安定性も同じく示されると考えら

れることが証明されている。 

4.3.2 必要に応じて、又は、疑義がある場合、提出された当初の種苗が示したのと同じ特性を示すこ

とを確認するために、さらに安定性を新たな植物株で試験してもよい。 
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５．品種のグループ分けと栽培試験の設計 

 

5.1 区別性評価を容易にするために、栽培試験で出願品種と一緒に栽培する既存品種の選定、及びこ

れら品種をグループ分けする方法にはグルーピング形質を使用するとよい。 

 

5.2 グルーピング形質は、特性の状態を文書にしたもので、生産された場所が異なっていても、個別

の、もしくはその他のこれら形質と組み合わせても、使用することができる：(a) 区別性審査に

使用するため、栽培試験から排除することができる既存品種を選択する；また、(b) 類似品種を

同じグループに入れるように栽培試験を設計する。 

 

5.3 以下は、有用なグルーピング形質として合意されているものである。： 

 

鉢物用及び庭園用のみ:  

a) 植物: 高さ (形質2) 

b) 花: 位置 (形質4)  

すべてのタイプ(鉢物及び庭園用を含む）： 

c) 花: タイプ (形質37)  

d) 花弁主色 (形質50): 以下のグループ 

グループ １：白色又は近白色 

グループ ２：緑色 

グループ ３：黄色 

グループ ４：オレンジ色 

グループ ５：ピンク色 

グループ ６：赤色  

グループ ７：濃赤色  

グループ ８：赤紫 

グループ ９：紫色  

グループ 10：ピンクパープル 

グループ 11：パープルバイオレット 

グループ 12：バイオレット 

グループ 13：渇色 

e) 花弁：二次色 (形質51): 以下のグループ 

グループ １：無  

グループ ２：白色又は近白色  

グループ ３：緑色  

グループ ４：黄色 

グループ ５：オレンジ色 

グループ ６：ピンク色  
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グループ ７：赤色 

グループ ８：濃赤色 

グループ ９：赤紫 

グループ 10：パープル 

グループ 11：ピンクパープル 

グループ 12：パープルバイオレット 

グループ 13：バイオレット 

グループ 14：褐色 

 

f) 花弁：二次色の模様（ある場合）(形質52と56の組み合わせ):  

１：覆輪 

２：縞模様  

３：斑紋 

４：しぼり 

５：斑点 

 

5.4 審査基準のその他の形質を栽培試験に含める品種の選定に使用する場合、審査当局はCPVOに通知

し、これら形質を使用する前にCPVOの事前承認を得なければならない。 

区別性審査にグルーピング形質を使用するための解説は、一般基準及び文書TGP/9「区別性の審査」

に記載されている。 

 

5.5 切花用(C)、庭園用(G)と鉢物用(P)について個別の栽培試験が行われる場合（セクション3.3.2参

照）、効果的な区別性審査を確実に実施するためには、それぞれの栽培試験に別の用途の品種を入

れることが必要となる。特に、庭園用と鉢物用の試験の両方に同一の品種を含めることが必要とな

ることがある。 

 

さらに、切り花用(C)では、以下の３タイプがグルーピングに有用である： 

- スタンダード(Co) 

- スプレー(Cs) 

- 傘形（ナデシコ型）（D. barbatus）(Cu)  

 

６．特性表の紹介 

 

6.1 使用される形質 

DUS試験や記述書作成で使用される形質は特性表に記載されているものでなければならない。ただし、

その他の形質の発現状態によって特性の調査が不可能とならないこと、又は試験が実施される場所の

環境条件によって特性の発現が妨げられること、若しくは植物防疫に関する特別の法令によることを

考慮して、すべての形質を使用しなければならない。 
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５．品種のグループ分けと栽培試験の設計 

 

5.1 区別性評価を容易にするために、栽培試験で出願品種と一緒に栽培する既存品種の選定、及びこ

れら品種をグループ分けする方法にはグルーピング形質を使用するとよい。 

 

5.2 グルーピング形質は、特性の状態を文書にしたもので、生産された場所が異なっていても、個別

の、もしくはその他のこれら形質と組み合わせても、使用することができる：(a) 区別性審査に

使用するため、栽培試験から排除することができる既存品種を選択する；また、(b) 類似品種を

同じグループに入れるように栽培試験を設計する。 

 

5.3 以下は、有用なグルーピング形質として合意されているものである。： 

 

鉢物用及び庭園用のみ:  

a) 植物: 高さ (形質2) 

b) 花: 位置 (形質4)  

すべてのタイプ(鉢物及び庭園用を含む）： 

c) 花: タイプ (形質37)  

d) 花弁主色 (形質50): 以下のグループ 

グループ １：白色又は近白色 

グループ ２：緑色 

グループ ３：黄色 

グループ ４：オレンジ色 

グループ ５：ピンク色 

グループ ６：赤色  

グループ ７：濃赤色  

グループ ８：赤紫 

グループ ９：紫色  

グループ 10：ピンクパープル 

グループ 11：パープルバイオレット 

グループ 12：バイオレット 

グループ 13：渇色 

e) 花弁：二次色 (形質51): 以下のグループ 

グループ １：無  

グループ ２：白色又は近白色  

グループ ３：緑色  

グループ ４：黄色 

グループ ５：オレンジ色 

グループ ６：ピンク色  
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グループ ７：赤色 

グループ ８：濃赤色 

グループ ９：赤紫 

グループ 10：パープル 

グループ 11：ピンクパープル 

グループ 12：パープルバイオレット 

グループ 13：バイオレット 

グループ 14：褐色 

 

f) 花弁：二次色の模様（ある場合）(形質52と56の組み合わせ):  

１：覆輪 

２：縞模様  

３：斑紋 

４：しぼり 

５：斑点 

 

5.4 審査基準のその他の形質を栽培試験に含める品種の選定に使用する場合、審査当局はCPVOに通知

し、これら形質を使用する前にCPVOの事前承認を得なければならない。 

区別性審査にグルーピング形質を使用するための解説は、一般基準及び文書TGP/9「区別性の審査」

に記載されている。 

 

5.5 切花用(C)、庭園用(G)と鉢物用(P)について個別の栽培試験が行われる場合（セクション3.3.2参

照）、効果的な区別性審査を確実に実施するためには、それぞれの栽培試験に別の用途の品種を入

れることが必要となる。特に、庭園用と鉢物用の試験の両方に同一の品種を含めることが必要とな

ることがある。 

 

さらに、切り花用(C)では、以下の３タイプがグルーピングに有用である： 

- スタンダード(Co) 

- スプレー(Cs) 

- 傘形（ナデシコ型）（D. barbatus）(Cu)  

 

６．特性表の紹介 

 

6.1 使用される形質 

DUS試験や記述書作成で使用される形質は特性表に記載されているものでなければならない。ただし、

その他の形質の発現状態によって特性の調査が不可能とならないこと、又は試験が実施される場所の

環境条件によって特性の発現が妨げられること、若しくは植物防疫に関する特別の法令によることを

考慮して、すべての形質を使用しなければならない。 

81

P052-282.indd   81 2018/08/23   14:28:48



CPVO-TP/025/2 

2015年 1月 10日 

 

運営理事会は委員会規則N 874/2009第23条に従って、品種に関する追加の形質とその特性を挿入す

る権限を長官に与える。 

 

表現の状態と階級値 

質的及び偽似の質的形質の場合、あらゆる発現状態を当該形質に記載する。しかしながら、５つ以

上の状態を有する量的形質の場合、特性表のサイズを縮小するために簡略化されたスケールを用いる

ことができる。例えば、９つの状態の量的形質の場合、審査基準では次のように発現状態の表示を簡

略化してもよい： 

状態 階級値 

小 ３ 

中 ５ 

大 ７ 

しかしながら、品種を記述するのに以下の９つの発現状態がある点に留意し、適切なものを使用し

なければならない： 

状態 階級値 

極小 １ 

極小～小 ２ 

小 ３ 

小～中 ４ 

中 ５ 

中～大 ６ 

大 ７ 

大～極大 ８ 

極大 ９ 

 

6.2 標準品種 

各形質の発現状態を明確にするために必要に応じて、標準品種を用意する。 

(C) 切花用:  

- (Co): スタンダード 

- (Cs): スプレー 

- (Cu): 傘形（ナデシコ形）  

(G) 庭園用 

(P) 鉢物用 

 

6.3 注釈 

G グルーピング形質 – ５参照  
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 (*) UPOV アスタリスク付き形質 – 品種記述書の国際調和上重要な形質 

MG, MS, VG, VS – 4.1.5 参照 

QL 質的形質 

QN 量的形質 

PQ 偽似の質的形質 

 

(a)-(d) 8.1 特性表の説明参照 

(+)  8.2 特性表の説明参照 

 

[C] 切花用として審査 

[Cs] 切花スプレーで審査 

[G] 庭園用で審査 

[P] 鉢物用で審査 

 

(C) 切花用:  

- (Co): スタンダード 

- (Cs): スプレー 

- (Cu): 傘形（ナデシコ形） 

(G) 庭園用 

(P) 鉢物用 
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運営理事会は委員会規則N 874/2009第23条に従って、品種に関する追加の形質とその特性を挿入す

る権限を長官に与える。 

 

表現の状態と階級値 

質的及び偽似の質的形質の場合、あらゆる発現状態を当該形質に記載する。しかしながら、５つ以

上の状態を有する量的形質の場合、特性表のサイズを縮小するために簡略化されたスケールを用いる

ことができる。例えば、９つの状態の量的形質の場合、審査基準では次のように発現状態の表示を簡

略化してもよい： 

状態 階級値 

小 ３ 

中 ５ 

大 ７ 

しかしながら、品種を記述するのに以下の９つの発現状態がある点に留意し、適切なものを使用し

なければならない： 

状態 階級値 

極小 １ 

極小～小 ２ 

小 ３ 

小～中 ４ 

中 ５ 

中～大 ６ 

大 ７ 

大～極大 ８ 

極大 ９ 

 

6.2 標準品種 

各形質の発現状態を明確にするために必要に応じて、標準品種を用意する。 

(C) 切花用:  

- (Co): スタンダード 

- (Cs): スプレー 

- (Cu): 傘形（ナデシコ形）  

(G) 庭園用 

(P) 鉢物用 

 

6.3 注釈 

G グルーピング形質 – ５参照  
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 (*) UPOV アスタリスク付き形質 – 品種記述書の国際調和上重要な形質 

MG, MS, VG, VS – 4.1.5 参照 

QL 質的形質 

QN 量的形質 

PQ 偽似の質的形質 

 

(a)-(d) 8.1 特性表の説明参照 

(+)  8.2 特性表の説明参照 

 

[C] 切花用として審査 

[Cs] 切花スプレーで審査 

[G] 庭園用で審査 

[P] 鉢物用で審査 

 

(C) 切花用:  

- (Co): スタンダード 

- (Cs): スプレー 

- (Cu): 傘形（ナデシコ形） 

(G) 庭園用 

(P) 鉢物用 
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